第9号様式（第8条第4項関係）
	公共下水道事業受益者負（分）担金徴収猶予決定（却下）通知書
北下水　第　　号
　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北見市公営企業管理者
　　
　　　　　　年　　月　　日付で申請のありました公共下水道事業受益者負（分）担金の徴収猶予について、次のとおり決定しましたので、北見市公共下水道事業受益者負担等に関する条例施行規程第8条第4項の規定により通知します。

	決定事項
	　　

	賦課
年度
	納付年度
	納期日
	徴収猶予額（円）
	徴収猶予期間

	
	
	第１期
	
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第2期
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第３期
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第４期
	
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第１期
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第2期
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第３期
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第４期
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第１期
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第2期
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第３期
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第４期
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第１期
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第2期
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第３期
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第４期
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第１期
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第2期
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第３期
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	
	
	第４期
	
	
	年　月　日から　　年　月　日まで

	計
	
	

	徴　収　猶　予
（却下）の事由
	




注　　意　　事　　項

1． 受益者が徴収猶予を受けた後に、次の事項に該当するときはその猶予を取り消し、猶予に係る負（分）担金を一時に徴収することがあります。


（1） 徴収の猶予を受けた受益者が、財産の状況その他の事情の変化により猶予を継続することが適当でないと認められるとき。


（2） 次の事項に該当する場合において、その徴収を猶予した期限までに、猶予に係る負（分）担金を徴収することができないと認められるとき。

· 公課の滞納により滞納処分手続きが開始されようとしたとき。

· 財産について、強制執行又は競売等の手続きが開始されようとしたとき。

· 破産の宣告を受けたとき、又は受ける恐れがあるとき。

· 受益者である法人が解散しようとしたとき。

· 不正に負（分）担金の徴収を免れようとしたとき。

